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広島・長崎の原爆被爆者は、被爆者援護法
に基づいて健康手帳を取得すれば、原爆傷害
との起因性の認定を要しない一般疾病でも、
一般医療機関で医療費の窓口負担分が国庫か
ら支出される。病気になった時に安心して医
療機関にかかれることが、被爆者にとってど
んなに心強かったことか。また、年2回の健
診（血液・尿検査等）と1回のがん検診が無
料で受けられる。要件に該当すれば、健康管
理手当等の諸手当を受給できる。爆心地から
3.5km（外部被曝1mSvに相当）以内での被爆
者が、がん・白血病など7疾患に罹患した場
合は、放射線起因性を積極的に認定する新た
な方針が2008年に厚労省から出された。

現行の被爆者施策は、広島・長崎の被爆者
と自治体、原水爆禁止運動が長年にわたり国
に求め、法整備されてきた。課題は多いが、
被爆者が差別を乗り越えて基本的人権の回復
を求め、戦争も被爆も「二度と繰り返させな
い」と強く訴える中で実現させた施策である。
放射線影響研究所による原爆被爆者の寿命
調査では、固形癌死のリスクには閾値がない
（ゼロ線量が最良の閾値推定値）ことが、2012
年に報告された。また、同じ線量の急性被曝
と慢性被曝のがん罹患リスクは、ほぼ等しい
との評価が国際的には主流だ。
2011年３月、東日本大震災に伴い東京電
力福島第一原発で重大事故が起こり、大量の
放射性物質が放出された。文科省発表の汚染
地図によれば、放射線管理区域レベル（放射
性セシウムなどα線以外の放射線を出す物質
で4万Bq/m2以上の表面汚染密度）の地域は、
福島県と周辺県を含む広範囲に及んだ。その
地域に居住する約400万人の住民は、1年目
の外部被曝だけでも1mSvを超える追加被曝
をし、その結果、被曝量に応じた将来の健康
への追加リスクを被ることになった。また、
すでに2万7000人を超える労働者が、高線
量下の事故収束作業に従事している。
原発重大事故の被害は、被災県だけで対応
できるものではない。福島県医師会は、「住
民の健康管理は国の直轄事業と位置づけるよ
うに」との要望を出した。また、浪江町をは
じめ双葉郡7町村からは、「健康手帳の交付、
成人も含む医療費無料化、手当支給など被爆
者と同等の法整備」の要請が国に出された。
国策で進めてきた原発での重大事故である。
すべての被災住民と被曝労働者に健康手帳を
交付し、生涯にわたる健康管理と医療給付を
行うことは、最低限の国の責任であろう。広
島・長崎の被爆者施策と健康影響調査の結果
を、福島第一原発事故被災地の健康管理と医
療にしっかり活かすべきである。
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